
平成２６年度 の基本方針及び努力事項 

人事・学事担当         教育支援担当・学力向上推進担当  

Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 

①学校事故防止と学校施設等の安全管理の徹底 ①豊かな心を育む教育の推進 
②いじめ・不登校・高校中途退学の防止 
③生徒指導の充実 
④人権を尊重した教育の推進 
⑤健康の保持・増進 
⑥体力の向上と学校体育活動の推進 

Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成                              

Ⅲ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上 

①人事事務の効率化を図るための市町教育委員会 
  への支援 
②学校経営の充実を図るための管理運営への支援 

①一人一人を確実に伸ばす教育の推進 
②確かな学力の育成 
③伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する 
  教育の推進 
④時代の変化に対応する教育の推進 
⑤キャリア教育・職業教育の推進 
⑥幼児教育の推進 
⑦特別支援教育の推進 

①各学校の教育活動の充実と活性化を目指す人事 
  異動の推進 
②教職員事故防止の取組の充実 
③主幹教諭配置による学校の組織運営体制の充実 
④学校評価制度を活用した学校管理運営の改善 

①教職員の資質能力の向上 
②子供たちの安心・安全の確保 
③学習環境の整備・充実 

①家庭教育支援体制の充実 
②地域の教育力の向上 
③学校・家庭・地域が一体となった教育の推進 

Ⅴ 生涯にわたる学びの支援とスポーツの推進 

①学び合い共に支える社会を目指す生涯学習の推進 
②文化芸術の振興と伝統文化の継承 
③スポーツを通じた元気な埼玉づくり 

平成２６年度埼玉県教育行政重点施策 

 ３つの 
最重要課題 

○確かな学力の育成 ○グローバル化に対応する人材の育成 ○社会的に自立する力の育成 

基本目標 
Ⅰ 確かな学力と自立する力の育成  Ⅱ 豊かな心と健やかな体の育成 
Ⅲ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 
Ⅳ 家庭・地域の教育力の向上  Ⅴ 生涯にわたる学びの支援とスポーツの推進 

         － 「温かな信頼される教育事務所」 を目指して－ 
１ 「平成２６年度 埼玉県教育行政重点施策」の積極的な推進に努める。 
２  市町教育委員会と緊密に連携し、元気な学校づくりを支援し、北部教育の一層の充実に努める。 

基本方針 

北部教育事務所の基本方針及び努力事項 

①小・中学校に対し、給与制度の周知や指導、確実な事務処理への支援 
②市町教育委員会及び小・中学校への迅速な情報提供並びに円滑な連携の推進 

                    総務・給与担当                       

職員の心得 

敏速に 
明朗に 
誠実に 
正確に 
公平に 

温かな信頼される 
  教育事務所 


